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第 ブ章 縄 の だヨ′磐ぎ

1 介 護保険サービスの見込量と提供体制の整備 目標

(1)介護保険サービスの見込み

介護保険サービスの見込みについては、各市町が直近の利用状況や利用の伸びなどを評

価 。分析 し、これを踏まえ推計 した利用見込量を集計 したものが基本となっています。

①居宅サービス等

居宅サービス等の見込量について H20年 度とH23年 度を比較すると、ほぼ全てのサービ

スで増加が見込まれています。特に介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護

予防短期入所生活介護などが高い伸びを示 しています。

■訪問介護 (介護:回数/年 予防:人数/年)

圏||,曖11名 120年度|
(見込み)

IH21年度 H2211選電 H23年 1度

・抑一鋳
介
一護
給
付

南加賀 143,863 149,474 149,038 149,386 3.8γ

1看'II申1央 501,668 504,133 527,644 561,118 ０
フ

1鮨豊中部 108,397 106,626 110,808 115,083 6.2γ

1能登北部 81.060 84,247 85,887 88,189 8.8γ

県■計 834,988 844,48C 873,377 913,776 9.4%

予
防
一給
付

南加1賀 5,021 5,153 5.270 5,384 7.2γ

1右1'11中1央 19,906 22,87C 24,751 26.006 30.6%

能登1中1部 3,027 3,254 3,386 3,501 15.7%

1能登1北部 2,833 2,84C 2,924 2,988 5.5γ

県■計 30,787 34,123 36.331 37.879 23.0%

■訪『蝙入 (回数/年)

圏 域 名
H20年度
(見込み)

H21年度 H22年度 H23年度 対H20

増減率

介
護
給
付

南加賀 5,076 5,389 5,245 5,156 1_6%

石川中央 14,197 14,234 14,122 14,025 ▲ 1291

能登中部 5,112 5,211 5,461 5,650 10.5%

能登北部 9,104 9,664 9,965 10,323 13.4γ

県 計 33,489 34,498 34,793 35,154 5091

予
防
給
付

南加賀 51 52 54 55 7.8%

石川中央 65 46 45 43 A33_891

能登1中1部 8 5 5 5 A37.5%

能登北部 233 24ε 258 265 13.7χ

県■計 357 351 362 368 3191
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(回数/年 )

圏■域■名
120年度|
(見込み)

H21年度 H22年 1度 ■23年度

凛
介
護
一給
一付

南加1賀| 23,170 24,351 23.957 23,766 2.6%

石川1中1央 79,217 83,278 88,840 95,385 20.4%

能登1中部 18,908 19,338 20,375 21,245 12.4γ

能登1ヒ部 13,78C 14,568 15,005 15,533 12.7γ

県■計 135,075 141,535 148,177 155,929 15.4γ

予
防
一給
一付

南加賀 2,377 2,431 2,482 2,526 6.3¶

石■[中1央 5,886 7,765 9,576 11,338 92.6γ

能登中1部 1,87C 1,764 1,84C 1,914 2.49

能登北部 818 794 813 825 0.99

県■計 10,951 12,754 14,711 16,603 51.6リ

■訪問看護

■訪間リハビリテーション

■居宅療養管理指導

(日数/年)

(人数/年)

日■域|1名 IH20年度‐
(見込み)

●21年度 ■22年1度 ■23年度 1対H201
1増減率

介
．護
一絵
一付

南加賀 7,098 7,303 7,340 7,396 4.2,

右,:1申央 10,209 10,408 11,207 11,945 17.0'

能豊中部 41168 4,215 4,362 4,465

能登北部 617 724 744 773 25.3跳

県1計 22.092 22,650 23,653 24,579 11.3,

予
防
．給
一付

南加1賀 1.636 1,670 1,708 1,736 6.19

石川‐中1央 925 1,089 ６
υ 1,286 39.091

能登中部 802 789 822 854 6.59

能登1北部 16 18 1259

県‐1計 3.379 3,565 3,737 3,894 15.2)

日 域 名
H20年度
(見込み)

H21年 度 H22年 度 H23年度 対H20

増減率

介
護
給
付

南加賀 4,018 4,189 4,304 4,435 10.4%

石川中央 19,203 19,948 21,169 22,656 18.0%

能登中部 4,022 4,048 4,179 4,303 7.釧

能登北部 2,291 2,400 2,455 2,491 8.7%

県 計 29,534 30,585 32,107 33,885 14.フ引

予
防
給
付

南加賀 485 493 512 530 ●
０

＾
υ

石川申央 868 1,240 1,572 1,923 121 591

能登‐中1部 388 274 286 296 A23791

能登北部 183 174 179 184 0.591

県 計 1,924 2,181 2.549 2,933 52.4%
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■通所 (介護 :回数/年 予防 :人数/年)

日|1域|1名 ■20年度
‐

(見込み)
●21年度 H22年1度 H23年 1度 「■対1201

「1増減率

介
護
給
一付

南加賀 241,097 250,093 252,279 254,649 5.6〕

石,■中1央| 596,141 592,965 596.206 620,827 4.1例

能登,中部| 146,787 155,203 159,616 165,539 12.8'

能登北部| 79,704 86,870 88,880 90.545 13.6,

県■計 1,063,729 1,085,131 1,096,981 1,131.560 6.4,

予
防
給
一付

南加1賀 8,390 8,565 8,734 8,887 5.9¶

石j:11中1央| 28,995 33,105 36,045 38.117 31.5窃

能登申部| 5,675 5,746 5,981 6,182 8.9,

能登1北部‐ 6,631 6,980 7,189 7,318 10.4,

県1計 49,691 54,396 57,949 60,504 21.89

■ リハビリテーション (介護:回数/年 予防:人数/年)

田■域1名 ■20年度|
(I見込み)

●21年度 ■22年,度 け23年1度 ■ 対1201
111暗減華

介
．護
一給
付
．

‐南加賀 93,725 97,497 98,178 99,300 5.991

石川1申央 219,067 227,128 251.465 273,571 24.99

1能登中部 72,776 76.703 78,638 81,246 11.6ツ

1能螢北部 15,007 14,647 14,890 15,32C 2.1,

県■計 400,575 415,975 443,171 469,437 ,7.2馴

予
防
給
一付

南加賀 4,586 4,673 4,766 4,842 5.69

石'■中1央 7,082 8,710 9,920 11,001 55.39

能登申部 4,213 4,348 4,529 4,659 10.6引

能登北部 821 786 810 831 1.29

県‐1計 16,702 :8,517 20,025 21,333 27.7,

■短期入所生 (日数/年 )

日 域 名
H20年度
(見込み)

H21年 度 H22年度 H23年度 ‐  対 H20

1 増 減率

介
護
給
付

南加賀 60,987 63,707 63,713 64,119 5.1%

石川中央 167,390 179,833 194,241 210,616 25.8%

能登中部 58,550 59,977 60,737 61,331 4.7%

能登北部 39.545 41,524 46,973 49,955 263馴

県 計 326.472 345,041 365,664 386,021 18.2'

予
防
給
付

南加賀 1,745 1,787 :,832 1,877 7.6Й

石川中央 4,178 5,819 7,299 8,797 110_6,

能登‐中部 1,344 1,283 1,386 1,430 6.4)

能登北部 1,365 1,378 1,417 1,458 6.891

県 計 8,632 10,267 11,934 13,562 57.1朝
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■短期入所療養介護

石,■中1央

石サ|:中1央

■特定施設(介護専用型)

■特定施設(混合型)

数

圏●域■名
●20年1度
(見1込み)

■211年度 ■22年度 123年度 獅壽
介
護
給
一付

南加1賀| C 0 0 0

石1'II中1央 110 110 0.09

能登1中部| C 0 0 0

能登北部 C 0 0 0

県■計 110 110 0.0,

(人数 )

圏
‐
1域■名 疇一̈

H21年度 H‐22年度 H23年 度 |  ‐
‐
対 120

「 ‐嗜濃率

介
護
給
付

南加賀 140 :44 155 159 13.691

石川中央 ０
０ 411 440 515 33.1)

能登中部 29
う
０ 30 3C 3.491

能登北部 46 69 99 102 121791

県 計 602 654 724 806 33.991

予
防
給
付

南加‐賀 24 24 26 26 8.3%

石川中央 72 83 94 114 58.3%

能登中部 10 10 10 0.091

能登北部 10 :0 0.0%

県 計 116 127 140 160 37.991
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■福 祉 用具 賞与 (人

圏■域■名 ■20年度|
(見込み)

H21年 度 H22年度 H23年 1度 |||1対H211
■■増減率

介
護
給
一付
．

南加1賀 17,371 18,119 18,131 18,242 5.釧

石,■中1央| 47,653 49,747 52,150 54,880 15.2%

1能登申部| 12,038 12,776 13,386 14,000 16.3男

1能登北部| 8,307 9,074 9,328 9,613 15.71

県■計| 85,369 89,716 92,995 96,735 13.3引

予
一防
給
一付

1南加賀 2,906 2,989 3,046 3,097 6.6%

石,1中1央| 7,463 8,582 9,086 9,307 24.7'

能登中部| 1,022 1,516
“
υ 1,620 58.5%

1能登北部| 823 768 792 ０
０ Al.2男

県■計| 12,214 13.855 14,495 14,837 21.5跳

■特定福祉用具販売

■住宅改修

(人数/年)

(人数/年)

日1域 1名 ■20年算|
(見込み)

121年度 H22年 1度 ■21書11賃

如一辮
介
護
一給
付

南海賀 465 482 494 509 9.5リ

石川中1央 11310 1,320 1,379 1,454 11.0"

能登中部 306 368 379 384 25.5)

能1登北部 212 251 254 257 21.2タ

県1計 2.293 2.421 2,506 2,604 13.6γ

予
防
給
一付

南加賀 257 263 271 277 7.81

石:■中1央 589 659 704 732 24.3γ

能登中1部 155 158 161 163 5.2%

能登北部 119 112 113 114 A4.2%

県|.計 1,120 1,192 1,249 1,286 14.8γ

圏 域 名
H20年度
(見込み)

H21年度 H22年度 H23年度 対H20

増減率

介
護
給
付

南加賀 343 358 368 378 10.291

石川中央 935 908 905 913 ▲ 24明

能登申部 186 193 196 199 7.0%

能登北部 179 215 218 221 23.5%

県 計 1,643 1,674 1,687 :,711 41%

予
防
給
付

南加賀 252 258 267 273 8.3%

石川中央 635 685 706 701 10.491

能登‐申1部 128 134 137 139 8.6%

能登北部 61 67 68 69 131γ

県 計 1.076 1,144 1,178 1,182 9.9%
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■居宅介護支援 (人/年 )

■介護予防支援

②地域密着型サービス

地域密着型サービスにおいては、小規模多機能型居宅介護と地域密着型介護老人福祉施設

が非常に高い伸びを示しています。

■夜間対応 (人/年 )

圏 域 名
H20年度
(見込み)

H21年度 H22年度 H23年度

対Ｈ２０時
介
護
給
付

南加賀 0 0 0 0

石川中央 0 0 0 0

能登中部 0 0 0 0

能登北部 0 0 0 0

県 計 0 0 0 0

圏■域|1名
IH20年度
(見込み)

H21年 度 H22年 度 ■23年1度

一”一疇
介
護
給
一付

南"1賀 40,041 42,036 42,747 43,584 8.8跳

石′:ll中1央‐ i07.505 108,255 112,201 117,935 9.71

能登中部 30,465 32,249 33,399 35,051 15.1男

能登北部| 19,597 20,872 21,259 21,865 11.6γ

県|‐計‐ 197,608 203,412 209,606 218,435 10.5%

)

目|1域■名
■20年度|
(見込み)

■21年1度 IH22年度 ‐H231F層電

卸一疇
予
一防
給
一付

1南加賀 17,153 17,584 17,998 18,325 6.8%

石サti中央 52,109 58,524 62,707 65,118 25.091

濠 .中1部 12,211 12.603 13,089 13,536 10.991

1能登北部 9,632 9,769 10,043 10,271 6.6%

県■計 91,105 98,480 103,837 107,250
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知症対応型通所介護 )

圏■域■名
121年度|
(見込み)

H21年度 H2241月電 H23年1度

凛
介
護
給
一付

南加1賀 15,954 16.695 16,55C 16,55C 3.89

石,■中1央‐ 20,620 26,226 36,938 41,721 102.3明

能登1中1部| 11,121 11,820 12,335 121577 13.19

能登1北部| 2,143 2,378 2,461 2,512 17.2リ

県|1計 49,844 57,119 68,284 73.366 47.2,

予
防
給
一付

南加賀 254 259 262 265 4.3,

石,1:中1央 98 88 80 ▲31.釧

能豊中部 161 174 180 203 26.1リ

能菫北部| 9C 101 104 109 10.1%

県11計 63C 632 634 657 4.3%

■小規模多機能型居宅介護 (人数/年)

圏=域 1名 ●20年度|
(見込み)

■21年度 ■22年1度 ■23年度

抑藤
一介
講
一給
付

南加賀 1,133 2,305 2,889 3,240 186.0,

石,II中1央 555 1,093 2,804 4,198 656.4,

能登中部| 52こ 1,096 l,362 1,554 196.0'

能登北部 592 908 915 1,205 103.5'

県■計 2,805 5,402 7,970 10,197 263.5,

予
防
一給
・付

南澤賀 151 32C 396 456 202.0,

石,:I中1央 51 157 392 564 1005.99

能登中部 45 66 343.89

能登北部 57 57 57 81 42.1,

県1計| 275 579 911 1,172 326.2'

■認知症対応型共同生活介 (人数)

圏 域 名
H20年 度
(見込み)

H21年 度 H22年度 H23年度 対H20

増減率

介
護
給
付

南加賀 392 398 438 478 219'

石川中央 1,260 1,350 1,415 20_4勁

能登中部 402 412 411 422 5.0ツ

能登北部 285 284 298 303 63'

県 計 2.254 2,354 2,497 2,618 16.1跳

予
防
・給
付

南加賀 1 1 1 1 0.0%

石川中央 13 0.0%

能登中部 2 1 1 1 A50.07

能登北部 8 8 8 8 0.0秋

県 計 24 23 23 23 A4.2)
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■地域密着型特定施設 (人数)

■地域密着型介護老人福祉施設 (人数)

③施設サービス

施設サービスについてはt療 養病床の転換による影響で、介護療養型医療施設の見込量が

大幅に減少 し、転換先の介護老人保健施設の見込量が伸びています。

■介護老人福祉施設 )

圏 域 名
H20年度
(見込み)

H21年度 H22年度 H23年度 対 H20

増減率

介
護
給
．付

南加賀 1,107 1,092 1,213 1,184 7.0%

石川中央 2,859 2,859 2,859 2,859 0.091

能登中部 975 975 975 1,005 3.191

能登北部 775 775 775 775 0.0%

県 計 5,716 5,701 5,822 5,823 1.9助

圏|1域■名
|■20年度
(見込み)

■21年度 ●22年度 H21年度|

一抑一時
介
護
給
一付

南加1賀 0 0 0 0

石'1:中1央
‐

0 0 0 0

1能登中部
‐

0 0 0 0

能登北部| 29 29 29 29 0.0%

県|1計 29 29 29 29 0.0%

圏■域|1名 120年度
(見込み)

■21年1度 IH22年度 IH23年度

一帥一躊
介
一護
給
一付

南郷賀 73 88 146 100.0%

右'ti中央 25 110 157 244 876.0馴

能登中部 25 25 25 25 0.0助

能登北部 0 0 0 0

県■計 123 223 299 415 237.4ツ
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日■域1名
●20年1度
(見込み)

121年1度 122年度 ●23年度‐

一抑一疇
．介
護
給
一付
．

南加1賀 966 978 1,004 1,184 22.6ツ

石lll中1央 1,846 1,873 2,095 2.296 24.4朝

能登1中部 600 619 619 829 38.2引

能登1ヒ部 260 260 301 390 50.01

県■計 3.672 3,730 4,019 4,699 28.0,

■介護老人保健施設

■介護療養型医療施設

(人数)

人

圏1域 1名
■20年度
(見込み) 12,年1度 H221年度 ●21年度

一一一一」
介
一護
給
一付

南加1賀 235 235 234 139 A40.9%

石‖中央 716 573 418 206 ▲ 71.2%

1能登1中部 265 255 241 21 ▲92.191

1能彗1北部 248 248 197 50 A79.8%

県■計 1,464 1,311 1,090 416 A71.6%
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(2)介護保険サービスの提供体制の整備目標

介護保険サービスの提供体制の整備目標は、サービス見込量を踏まえ、適当なサービス

供給量を確保できるよう設定 しました。

なお、療養病床の転換に係る部分は、平成 20年 3月 に策定 した 「地域ケア体制整備構
想」にある療養病床転換推進計画に基づき目標を設定 しました。

■特別養護老人ホーム 単 )

田1域|1名
H20■「「質|

(見込|み)
●■|‐lA■■■

121年度 122年度 123年度

■|■BI■|

差]|

B■A

南加賀 1,180 1,180 1,330 1,330 150

:|うち1地域密着型 73 88 146 73

石,lF中1央 2,884 2,969 3.016 3,103 219

=うち地域癬碁理 25 110 157 244 219

能登中1部 1,000 1,000 1.000 1,030 30

:うち1地域密着型 25 25 25 25 0

能登北部 775 775 775 775 0

「うち逸職密着型 0 0 0 0 0

県■計 5,839 5,924 6,121 6.238 399

Iうち地域壼碁型 123 223 299 415 292

■介護老人保健施設 ( :床)

1日■域■名
H20年 度|
(見込み)
●■‐A‐■ |

:H211年度 IH22年度 H23年1度

■●81■|

差=|

IB―A

1甫加賀 966 978 1,004 1,184 218

介議療養型からの転換分 4 4 64 64

医療療養型からの転換分 8 8 128 128

転換分以外 966 966 992 992 26

石"卜中1央 1,846 1,873 2,095 2,296 450

介護療養型|からの転換分 0 100 200 200

医療療養型からの転換分 0 102 203 203

転換分以外 1,846 1,873 1,893 l,898 47

能登中部 600 619 619 829 229

介護療養型からの転換分 0 0 166 166

医療療養型からの転換分 0 0 44 44

転換分以外 600 619 619 619 19

能登北部 260 260 301 390 130

介護療養型から|の転換分 0 41 130 130

医療療養型からの転換分 0 0 0 0

転換分以外 260 260 260 260 0

県 計 3.672 3,730 4,019 4,699 1,027

介護療養型からの転換分 4 145 560 560

医療療養型からの転換分 8 110 375 375

転換分以外 3,672 3,718 3,764 3,764 92
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|

第4部 計画の目標と施策の推進方策

:床)

圏1域■名
"″94′=|
(見込|み)
●■‐IA■||‐

H21年 度
‐

■22年度 ■23年度

|■ 8■■|
期一一一・．・・一一』

南加賀| 235 235 234 139 ▲ 96

石‖中央| 716 573 418 206 ▲ 51C

能登中部 265 255 241 21 ▲ 244

能登北部 248 248 197 50 ▲ 198

県■計 1,464 1,311 1,090 416 ▲ 1,048

■介護療養型医療施設

■特定施設(介護専用型)

■特定施設(混合型口養護老人ホーム) (単位 :床)

単位 :

圏■域■名‐ 中〔｝一
■21年度 ■22年度 Ⅲ231年1度

|■■8■■| |
期一鳳

南1加賀| 0 0 0 0 0

石■:中央 110 110 110 110 0

能豊■部 0 0 0 0 0

能豊北部 0 0 0 0 0

1県|1計 110 110 110 110 0

1圏|‐1域|‐1名 中〔｝一
■21年度 122‐年度 123年1度

1 8 1 1 ‐ | | | ‐‐| | | ‐

副
出

南加賀 130 130 130 130 0

右川申央 240 240 240 240 0

能登中部 0 0 0 0 0

能登北部 150 150 150 :50 0

県 計 520 520 520 520 0



第4部 計画の目標と施策の推進方策

型特定施設■混含型特定施設 (混含型 ・養護老人ホーム以外) (単位 :床)

日1域■名
HZO■IEI

(見込み )

| ‐‐| | | | | | | ‐
‐| | | I A I I I I I I ‐‐‐‐‐|

121年度 ■22■11賓 ■23年1度

| | 1 1 ‐B I ‐| ‐| | | | | | | | ‐

期一一一一一一・・一一い南加賀 136 137 157 157 21

石‖中央 520 604 622 695 175

能登1中部 19 27 27 27 8

能登北部 0 20 60 60 60

1県■計 675 788 866 939 264

■地域密着型特定 (単位 :床)

1圏■域■名 呻一巾一一一
■21年度 ■22有11望 ■21411隻

■■3■ ■

差=|

R― AI

1常加賀 0 0 0 0 0

|●111申央 0 0 0 0 0

能1登中部 0 0 0 0 0

1能登北部 29 29 29 29 0

県1計 29 29 29 29 0

■小規模多機能型居宅介

1圏■域■名‐

‐
■20年1度|
(見込|み)

●_AI‐

●21年度
‐

■22年度 |な年度
・■31 .‐|

期
一由

南加賀 8 13 14 18 10

石l‖中‐央 4 9 14 23 i9

能登中部 4 6 9 5

能登北部 4 5 5 6 2

県 計 20 33 40 56 36



第4部 計画の目標と施策の推進方策

■認知症高齢者グループホーム (単位 :床)

日li域■名 中〔一一一一
H21年 度 ■22年度 ■23■11菫

|‐■3■■
期一」

南加賛 396 396 459 486 90

石:!11中央 1,298 1,340 1,385 1,475 177

能登中部 396 396 414 414 18

能登北部‐ 251 251 269 269 18

県■計 2,341 2,383 2,527 2,644 303



第4部 計画の目標と施策の推進方策

2 福 祉サービスの見込量 と提供体制の整備 目標

(1)福祉サービスの見込み

福祉サービスの見込みについては、各市町が直近の利用状況や利用の伸びなどを評価 ・分

析 し、 これを踏まえ推計 した利用見込量を集計 したものが基本となっています。

■養護老人ホーム (単位 :

1日■域1名
120年度|
(見込み)

■211年度 Ⅲ221年度 123年度

抑一螂南加賀 180 180 180 180 0.0%

石川中央 240 240 240 240 0.0,

能登中部| 80 80 80 80 0.0'

能登北部 200 200 200 200 0.09

県|1計 700 700 700 700 0.0'

発費老人ホームA型 (単位 :人)

日1域■名
H204度 |
(見込み)

1211年度| ■22年度‐ ■23年度 1対H20‐

増減率

南加贅 0 0 0 0

石り■中1央| 170 170 170 170 0.0%

能1登1中部| 0 0 0 0

能豊北部 0 0 0 0

県|‐1計 170 170 170 170 0.091

■軽費老人ホーム (単位 :人)

圏 域 名
H20年度
(見込み)

H21年度 H22年度 H23年度 対H20

増
‐
減率

南加賀 327 327 327 357 9.291

石川中央 757 757 807 887 Ｏ
ι

能登中部 110 110 110 110 0.091

能登北部 29 29 69 69 137.991

県 計 1,223 1,223 1,313 1,423 16.4ツ
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

■生活支援ハウス (単位 :人)

1圏1域 ■名
■20年度|
(見込|み) ■21年度 ■22年度 ■20年1度 粛まH20‐

増減率

南加賀 80 80 80 80 0.0,

石‖中央 15 15 15 15 0.Oq

1能肇中部 20 20 20 20 0.0跳

1ヒ経襲Jヒ1串‐ 23 23 23 23 0.091

1県■計 138 138 138 138 0.0%



第4部 計画の目標と施策の推進方策

(2)福祉サービスの提供体制の整備目標

福祉サービスの提供体制の整備 目標は、サービス見込量を踏まえ、適当なサービス供給

量を確保できるよう設定 しました。

■養 護者 人ホーム :床)

圏■域■名
‐

呻̈
一一

■21年度 ■2員 .度 Ⅲ23年度

|‐■13■ =|
釧一」

南加鷲 180 180 180 180 0

石川中央 240 240 240 240 0

能登■部 80 80 80 80 0

能登ヨヒ部 200 2∞ 200 200 0

1県1計 700 7∞ 700 700 0

■軽 費 老 人ホームA型 (単位 :床)

1圏|1域■名
"η 干厚|
(見込み)
||:AIII

■21年度 H22脅:,隻‐ ■23年度

‐‐‐| | | | | | | | | ‐| | 1 3 1 1 1 1 ■|

細
一一一一』

1南加賀 0 0 0 0 0

石川中央 170 170 170 170 0

能登申部 0 0 0 0 0

能登北部 0 0 0 0 0

県■計 !70 170 170 170 0

■軽 費老 人ホーム (介護専 用型 位 :

圏 域 名 嘩̈
Ａ

H21年
1度

H22年度 H23年度

R

劃

　

Ｒ・Ａ

南加賀 0 0 0 0 0

石川中央 110 110 110 110 0

能登中部 0 0 0 0 0

能登北部 29 29 29 29 0

県 計 139 139 139 139 0
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

位 :

1日1域 ■名
■20年1望:

(見込み)
1■■lA‐

■211年度 ■22年度 H23年 1度

■|IB■|■

差引

IB■A‐

南加賀 327 327 327 357 30

石り111中央 647 647 ｎ
フ

公
υ 777 130

能登中部 110 110 110 110 0

能登北部 0 0 40 40 40

県1計 1,034 1,084 1,174 1,284 200

■軽費老人ホーム(介護専用型以外)

■生活支援ハウス (単位 :

圏■域■名|
:HZO年度|

(見込|み)
| | | | | : | : : 1 1 1 : 1 1 A I

121年度 ■22年度 ■23書11隻

|■31■■

1差]|

IB■A

南加賀 80 80 80 80 0

石,11中央 15 15 15 15 0

能登申部 20 20 20 20 0

能登北部| 23 23 23 23 0

県1計 138 138 138 138 0



第4部 計画の目標と施策の推進方策

第 2草

饉■策■‐0■ 体■森■ロ

)健康づくりの推進 ①ll生活ヨ債改善と疾病予防1介菫予防を重点とした1保億サ■ビスの1推進

②三高齢書の停力づくり̂の支援
③l地域リバビリテ■シ彗'体制の充実

①l地域|=おける包橋1的|1鶴 的ケアマネジル トの推進

①l考本タラブ活動等の充実

①l利用者●立場に立彙 サ■ビスの拡充

①ll■任φ介護職員等の資質の向上

②ll介護竃 ス提供事業者の質の向上

③l介餞保険施設奪における身体梅東廃上0薇慮

'サ■ビスを支える人材の青成

サ■ビスを支える人材の確保

古齢者にともて安全で安心な生活環境の整備

1)高齢者にとうて住みよい環境の整備

高齢者虐待の防止と養護者支援等の推進

)消 費生活の安全確保及び犯罪被害の防止

地域における支え合いの推進 ① 高齢者福祉ボランティアの育成

② 老人クラブ活動等の充実
6)高齢者の交通安全対策の推進

③ 地域見守リネットワークの整備

7)災害に対する体制の整備

5利 用者の立場に立ったサービス提供の推進

)サービスの円滑な利活用の推進 ① 情報提供の充実

② 要介護者の家族等べの支援

1)公平・公正かつ適‐切な要介護認定の実施体制の確保

(2)身近な相談体制|の整備



第4部 計画の目標と施策の推進方策

■車幹煮″)|||‐キーF‐ヽ1年奉lr牛|=ず|||や|て1生活|を送るこ|とは誰tも|の共通|の1願い|
であリー●き|たる1超1高1齢社会|を1明るく活|力|あ|る1長寿在1会‐とす|る■|あ―あ基1未|こ=オ tlあlt‐|――‐――‐―

:ξ窪製舞贅童:i
l●このた|め=|「い.しかわ健康フ●ンテ|″ア禅
する1前|からあ1健康|づ|‐く|う●1生き|が| おヽlkl,t

■向蒔'=|1妻1量1鍵||1要芥1畿決態|こ|な|る|お|そ,
など●高1齢者の泊立|■向け1生1活|■|■|ズ●1対応.したき|‐め1細|や|か|な1施1策|の1取組|み|を1進|めま
す「■■■■■|■■  |‐ ■■‐■■‐■■■|   ||‐ ||‐|‐■|■■|||‐■‐■■‐|■

1 健 康づ くりと介護予防、生きがいづ くりの推進

(1)健 康づくりの推進

① 生 活習慣改善と疾病予防 ・介護予防を重点とした保健サービスの推進

【課題】

違魏 螺 寛棚 撚 翼種上撃 撃轟 蹴 霧橿蟄鯖
芥轟 嵩齢暑■議熱珪嵩島暑碁違濃傾向に|ありますr■■■|■■‐・■|‐■|‐■■
|■011が||1病気1阜親1発真I卓議藩療たけでな<tl「高齢期に達する前からの生1活1習
1債め1議書1■1介識|■1所士など=健康|め保持1増1進1疾1病|の1発症予1防が童1要な課題となうて
いま|すま■■■   ■ ■|■■■■■■|■ |

【施策の方向】

ア 連 携 ・協働による健康支援の基盤づくりの推進

健康づくりの多様化を踏まえ、県民が個々のニーズに対応 した健康づくりを実践

できるよう、ボランティア ・NPOや 職域、健康づくり関連企業、関係専門機関と

の連携 ・協働により県民の主体的な健康づくりの実践 ・継続を支援 します。

イ 地 域 ぐるみの健康なまちづくりの推進

地域 ぐるみの食生活改善や運動実践の輪の拡大を図るため、外食栄養成分表示の

促進や栄養バランスに配慮 した飲食店の増加と利用を推進するとともに、公民館、

体育館、県営スポーツ施設、民間運動施設等が、運動実践の拠点となるよう関係機

関の連携を図ります。

ウ 気 軽に主体的に参加できる健康づくりの推進

県民の主体的な健康づくりを支援するため、インターネットを活用 した 「いしか

わ健康学講座」を開講するとともに、修了者を対象に 「健康サポーター」として認

定するなど、健康づくりに関する主体的なボランティア活動を推進 します。また、

特に運動を気軽に楽しく継続するために、地域の公民館や体育館、銭湯など身近な

施設で行える運動プログラム 「健康づくリプログラム」の普及を図ります。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

工 最 新の正 しい健康情報に基づく健康づくりの推進

食に関する正しい知識の普及や実践、個人に応 じた生活活動 ・運動等を推進する

ため、 「いしかゎ健康学講座」や 「いしかゎ健康バランスガイ ド」等により健康情

報を発信するとともに、労働局や企業等と連携 した取組みを進めます。

オ メ タボリックシンドローム対策

脳血管疾患や虚血性心疾患などの循環器疾患を予防するため、メタボリックシン

ドロームに着日した特定健診 。特定保健指導が効果的に実施されるよう、保険者協

議会等と連携 し、メタボリックシンドロームや特定健診 。保健指導に関する情報発

信に努め、県民一人ひとりが日頃から肥満やメタボリックシンドロームの予防に心

掛けるよう全県的な普及啓発を図ります。

② 高 齢者の体力づくりへの支援

【課題】

■糞1涯1学習|や|スポ■ツ=レクリ=■力 |ン̂参 1加する機会を充実する.ことにより=生き|がい感

鶴 :義墓肇二薯留聖雰策彗蛮″辮 醜轟‐|二基豪凛1墓
などの|あらゆる面で効1果が期待されて| まヽ|す:

|=め=とがら1嵩齢親:逢する静がらめ1生濃|ス十■,を推進するととも1:嵩島1暑|:t気義|:
最"組あるス素■'あ書農を1歯LJ:1嵩1齢著あ株|力|●|くりた費することが求|あられ'そ|まヽすよ■

‐

【施策の方向】

ア 身 体運動に関する知識の普及啓発

身体運動の意義の理解を深めるための啓発活動を展開します。

イ 生 涯スポーツ ・レクリエーション活動の推進

誰もが、気軽に参加できるスポーツ ・レクリエーション活動の機会を充実すると

ともに、各団体の連携や指導者育成の支援など、健康 ・体力づくりの推進に努めま

す。

ウ 高 齢者に適 したスポーツの普及

安全で高齢者にも気軽に取 り組めるスポーツの普及に努めます。

工 筋 カ トレーニングの推進

高齢者が要介護となる原因のひとつである転倒による骨折を予防するため、高齢

者体力づ くり指導者を活用 し、筋カ トレーニング等運動の普及浸透を図ります。

オ 高 齢者を対象 としたスポーツ大会の開催

高齢者が自らの長寿を喜び、生きがいをもって生きることのできる長寿社会を実

現するために、高齢者に適 したスポーツ 。文化の交流大会 (『ゆうゆう石川スポー

ツ 。文化交流大会』)を 開催 し、地域間の交流の促進、積極的な健康づ くりと生き

がいづ くりを推進 します。また、老人クラブや各種スポーツ関係団体 との連携を図
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1高齢者の寝たきりを予1防するた011111=活習揮|の1尊1善111う■清章構病1予防|や倉諄1予

憲認淵 鋼:3気魔震遭曇[盤鋼・時議のそれぞれの状
ることが求|められています=‐|■

第4部 計画の目標と施策の推進方策

り、地域の高齢者スポーツ活動を促進 します。

力 全 国健康福祉祭への参加

全国健康福祉祭(ねんりんピック)に参加 し、高齢者の健康づくりや生きがいづく

り、社会参加の促進とあわせて、世代間や地域間の交流を深めます。

なお、平成 22年 の大会は本県で開催 し、各種スポーツや文化種目の交流大会、

健康づくりや生きがいづ くりに関するさまざまなイベン トが県内各地で開かれま

す。

キ 健 康体力づくり活動の推進

石川県健民運動推進本部では、くらしの中で常時スポーツに親 じむ運動を展開 し

ていますが、今後も明朗で体力と気力に富む人づくりを推進するため、 「健康 ・体

力づくり活動」を展開 します。

③ 地域リハビリテーション体制の充実

【課題】

【施策の方向】

ア 急 性期から維持期に至る一貫 したリハビリテーション医療の提供体制の整備

急性期から回復期、維持期に至るまで一貫 したリハビリテーションを適切に提供

できる体制の整備を推進 します。

イ 保 健 ・医療 ・福祉と連携 した介護保険におけるリハビリテーションの提供の推進

住民に身近な地域において、保健 。医療 ・福祉が連携 した総合的かつ効率的な利

用者本位の介護保険におけるリハビリテーションが提供される体制の整備を進め

ます。

ウ 地 域 リハビリテーション従事者の資質の向上

地域 リハビリテーションに携わる者を対象とした研修や技術援助を行い、従事者

の資質向上を図ります。

工 地 域 リハビリテーション支援体制の強化

生活の場を中心に展開される市町での生活動作や福祉用具の相談など地域 リハ

ビリテーション相談窓回の充実や、その従事者の育成など支援体制の強化を図りま

す。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

(2)介 護予防の推進

① 地 域における包括的 。継続的ケアマネジメントの推進

【課題】

■高1齢1者が住み慣|れ|た1地域|の中で尊厳を持|
域にお|ける様| な々資1療を着1用しながら=高齢|
そI通1助|な支機|や|サ■ビた 組み合|わせそ模
要です=‐|‐|■|■■■■■||■||■■‐

. ||■

■神撃,舞率署ヤンタ■1111子|の中1幣1的な準|
|の車1要な機1関とな●ています|この|ため1地域
1充実|が求|あられそしヽます=|||■■|  ■ ..._..‐‐―‐   ‐ ‐■‐■‐‐‐■‐‐

【施策の方向】

ア 地 域包括支援センターヘの適切な運営の支援

地域包括支援センターは、地域包括ケアを支える中核機関として 「総合相談支

援 ・権利擁護」、 「包括的 ・継続的ケアマネジメント支援J、 「介護予防ケアマネ

ジメント」といった機能を担うこととされています。また、どのようなサービスを

利用すべきか分からない住民に対 して、そのユーズに適切に対応できる 「ワンスト

ップサービス」の拠点としての役割も求められています。県では、この地域包括支

援センターの適切な運営を支援 します。

イ 市 町を超えたネットワークの構築

市町に設置される市町包括ケア会議を支援するとともに、市町内で解決できない

課題などについて議論する観点から、県全域又は圏域等を範囲として、より広範囲

な地域包括支援センターの連携を推進 します。

ウ 適 切な介護予防ケアマネジメントの確保

介護予防ケアマネジメントが適切に実施できるよう研修を実施 し、介護予防サー

ビス計画を作成する保健師や介護支援専門員を支援 します。

工 主 任介護支援専門員への支援

地域における介護支援専門員の支援体制を強化するため、主任介護支援専門員の

育成を図るとともに、個々の介護支援専門員からの相談への対応など主任介護支援

専門員が行う活動を支援 します。

オ 地 域包括支援センター職員の資質の向上

地域包括支援センターに従事する職員については、幅広い専門知識が求められる

ことから、地域包括支援センターが適切に事業運営ができるよう研修を実施 しま

す。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

地域包括支援センターを中核とした包括的・継続的ケアマネジメントの全体像

' ' r r u H l : F t t 6 t ,

き輸撃筑|

②

・介護サービス事業者

・ケアマネジャー

・医療機関

・福祉関係者

・NPO組 織

・民生委員

様々な観点からの相談・ニーズの把握

=― ズに応じた包精的
支援

地域支援事業に

【課題】

おける介護予防事業の推進

■介護予‐防事1業を効果の|あるも|のにするた|めI=は|、一人|ひと―りの生1活機1能1向1上‐に|とつて最

良|のも|のを提供|するとい.う「個1別1性重‐視」の1視点に立つた事1業の提供が大切です。

特に要支援1要介護状態になる前の早い段階|から、個々の状態に応じた効果‐的な介
‐
護予

防事1業を提供し、生活機能の低
‐
下を防止する必要があります。

このことから、高齢者が要支援・要介護状態とならないよう、市町が実施する地域支援事

業の取組みを支援し、多様な状態に応じた介護予防事業の提供を推進することが求められ

ています。さらには、介護予防に関する事業評価を実施して、効果的な事業実施を行う必要

があります。

【施策の方向】

ア 介 護予防に関する知識の普及啓発

介護予防教室や講習会等により、介護予防に資する基本的知識の普及啓発を推

進 します。

イ 地 域における介護予防に資する活動の推進

介護予防に関するボランティア等の人材育成や地域活動の育成 。支援を実施

し、地域において介護予防に資する活動が広 く実施されるよう支援 します。

実態・状況の把握

↓

支援方針・計画決定

↓

関係者調整・支援開始

※ネットワークを活用し、

支援を実施させる

↓

支援結果欝儘・見直し

0総 合相談

O権 利擁護

O介 護予防ケア
マネジメント

0ケ アマネ支援

ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス 窓 ロ

利 用 者 ・地 域 住 民
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

ウ 高 齢者の実態把握の推進
地域における要支援 ・要介護状態となるおそれのある高齢者を把握 し、介護予

防の早期対応を図る市町の取組みを支援 します。
工 運 動器の機能向上の推進

地域住民に対する運動器の機能向上についての知識の普及啓発や運動機能向

上プログラム等の実施を推進 し、運動器の機能向上を図り、高齢者の生活の質

(QOL)の向上につなげる取組みを支援 します。

オ 栄 養改善の推進

地域住民に対する低栄養状態を予防するための知識 ・技術の普及啓発や栄養に

関するボランティアの育成、低栄養状態の高齢者の早期発見、栄養相談などの取

組みを支援することにより、高齢者の毎日の営みである 「食べること」を通 じた

高齢者の 「低栄養状態の予防と改善」、「楽 しみ、生きがいと社会参加の支援」、

「生活の質の向上」につなげます。

力 口 腔ケアの推進

口腔ケアに関する知識の普及啓発やボランティア等の人材育成、日腔清掃の指

導、摂食 ・喩下機能の運動 ・訓練の指導等の取組みを支援することにより、高齢

者の口腔機能の向上や窒息 。呼吸器感染症 ・哄下障害の予防、低栄養予防、日腔

機能の向上を図り、食べる楽しみにつなげます。

キ 閉 じこもり予防の推進

閉じこもり予防に関する知識の普及啓発や訪間型介護予防事業、デイサービス

センターなどのイベント、催 し物の紹介等の実施を支援 し、高齢者の閉じこもり

予防を図ります。

ク う つ予防 ・支援

うつ予防に関する知識の普及啓発やうつのおそれのある者の早期発見、健康相

談、訪問指導を通 じた個別ケアの実施を支援 し、高齢者のうつ予防を図ります。

ケ 地 域支援事業の事業評価の実施

介護予防を推進する観点から、効果的に事業が提供されるように事業評価を実

施 します。また、市町が独自に行う評価についても、適切に実施されるよう技術

支援を行います。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

予 防 重 視 型 シス テ ム の 全 体 概 要

魃
鼓 籐 動 議

蠍
墨
筆0状 態の維持又は

改善の可能性の
審査非該当者

    甕

地 域 支 援 事 業 予 防 綸 付 介 護 綸 付

妻翠夏言富な薯
る
〉魏

~|||111颯

辞甲 D(〔Il重副ヒ予防

③ 介護保険における介護予防サービスの実施

【課題】

要支援1、2に認定された軽度の認定者に対しては、状態の維持・改善を目的とした介護

予防サービスーが提‐供されています。

介護予防サービス事業所においては、介護予防ケアプランに基づき、個‐々の高齢者の状

態に応じた適‐切なサ‐ビスを提供するこ―とが求められます。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

【施策の方向】

ア 適 切な介護予防サービスの確保

介護予防サービス事業所が利用者の状態に応 じた質の高いサービスを提供す

ることが出来るよう、適切な指導を行います。

イ 介 護予防サービス計画作成者への支援

介護予防ケアマネジメントが適切に実施できるよう研修を行い、介護予防サー

ビス計画を作成する保健師や介護支援専門員を支援 します。

(3)生 きがいづくりと社会参加の促進

① 老 人クラブ活動の充実等

【課題】

【施策の方向】

ア 元 気高齢者への支援

県内高齢者の要介護 ・要支援認定率は 2割程度であり、約 8割 の高齢者は元気な

方々です。元気 (健康)で あることは、高齢者の社会参加の源であり、健康の維持 。

増進の取組みは大変重要なものとなっています。「元気シエアスタンプラリー事業」

をはじめとして、高齢者が積極的に外出したり健康づ くりに取 り組む活動を支援 し

ます。

イ 老 人クラブ組織率の向上

高齢者数が年々増加 しているにもかかわらず、老人クラブ会員数は減少 し、組織

率が低下 しつつあります。しかしながら、老人クラブは、今なお高齢者の多 くが参

加する大きな組織であり、地域住民の相互支援や次世代育成支援など今後も地域活

動の担い手として欠くことのできない存在となっています。社会貢献活動を積極的

に行 っている 「がんばる老人クラブ」の紹介などを通 じて、組織率の向上に努めま

す。

ウ 老 人クラブ活動等への支援の拡充

「健康 ・友愛 ・奉仕」を合言葉に、さまざまな活動に取 り組んできた老人クラブ

をより活性化 し、地域活動の担い手として幅広い活動に取 り組むことができるよう

若手高齢者の組織化や活動推進員の設置等も支援 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

② 生 涯学習機会の拡充
【課題】

【施策の方向】

ア 高 齢者を対象とした学習機会の充実

高齢者が生きがいと潤いのある生活を送ることができるとともに、その知識や経

験などを生か した社会参加ができるよう、 「いしかわ長寿大学」や 「石川県民大学

校」、市町における 「生きがい講座」などの高齢者を対象とした多様な学習機会の

充実を図ります。

イ 世 代間交流の促進

高齢者の豊かな経験や知識 ・技能を社会に生かすことは、高齢者の生きがいづく

りにつながるばかりでなく、子どもたちや青少年が受け継 ぐことによって、貴重な

経験 ・知識を次世代に伝えることができます。

このように、さまざまな世代との交流は、高齢者にとっても、子どもたちや青少

年にとっても、貴重な体験になることから世代間の交流を促進 します。

ウ 生 涯学習関連施設のバリアフリー化の推進

高齢者が気軽に、かつ安全 ・快適に生涯学習関連施設を利用できるよう、施設の

バリアフリー化を推進 します。

③ ボ ランティア活動への参加促進

【現状と課題】

【施策の方向】

ア 高 齢者ボランティアの育成

高齢者が長年培 ってきた知識や経験 。技術を活か したボランティア活動の育成を

図 ります。

イ 老 人クラブ等のボランティア活動の促進

高齢者のボランティア活動への参加を促進するため、老人クラブ等におけるボラ

ンティア活動を促進 します。

ウ ボ ランティア活動に関する情報提供

石川県県民ボランティアセンターや県社会福祉協議会のボランティアセンター、

市町ボランティアセンター等において、高齢者のボランティア活動に関する情報の

提供を進めます。

■高齢1ヒの1進1展|の1中にあうて=地域1社1会を1支|えるボランテキアの1担い手としても高1齢者|^

の1期待は増1大しており1元1気な1高1齢者が支1馨||す 1章|||=え IⅢⅢホ→ ||||

驚臨 還禽|ぶ蓼楓E度璽覇¥:(鷲整婁篠復琴菫寧「撃言:'Fよう
ポランF17↑|:,
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

エ ボ ランティア活動の安全確保

ボランティア保険掛け金助成などボランティア活動の安全確保について支援 し

ます。

高齢者雇用の機会確保と促進

【課題】

【施策の方向】

ア 高 齢者の安定的な雇用の確保に関する制度の普及啓発

60歳以上の高齢者の安定的な雇用の確保のため、定年の引き上げ、継続雇用制度

の導入による 65歳 までの雇用確保措置の導入など、高齢者の再就職促進を図る制

度の普及啓発に努めます。

イ 「 石川県シルバー人材センター連合会」の機能拡充

高齢者が生きがいを持って地域社会で生活するため、定年退職後等において、軽

易な就労を希望する高齢者に対 し、意欲や能力に応 じた就労機会、社会参加の場を

総合的に提供するシルバー人材センター事業を推進するとともに、 「石川県シルバ
ー人材センター連合会」の機能拡充に努めます。

ウ 高 齢者の起業に対する支援

高齢者の雇用創出を図るため、事業型NPOへ の助成など高齢者自らによる起業

を支援 します。

1高1齢者がその意欲と能|力|に応じて1社会に壽
実|が求められています=■■■|■■■■■■

④
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

2 サ ービスの基盤整備 と質の充実

1[美 i↑ 譲:言裏換彗晉旨彗鳥「量五ξl象 ::警 [美晉え1琴醤:,I::1果 :壁
活を続ける|ことはIII多くの1高‐齢者の1切1実な1願| |ヽ|||`||‐ヽ|す|||||||||‐ ||‐ |‐■
|‐こ|の願| |ヽ1応え|■い|つ|ま|でも1尊1厳|あ|る1生1活|を1実現する|ために|●1介護1保1険にお|ける在1宅|サ
|■|ビス|の1提1供を1推1進|する|どとも'こtl生活支鐸響|の多様な年琴軍0肇伸||?|ヽ̀‐ヽ1準1準.し事|
|す|ま|た|1常1時介護が1必要|で在宅1生活" 困ヽ1難IⅢI声1崎者が1本1所す●1雄1議1等■ついて,必1華な
1整備を1進|め|ま|すよ■■■|‐  ‐ ・■|■■|■||■■■■●11‐■■■||=■||||■■■

‐
■■|

(1)サービスの基盤整備の充実

① 利 用者の立場に立ったサービスの拡充

【課題】

:が1年々‐■神|す0111111声1崎者の1然1讐修|

要な|サ■ビスを1彙ltられるよう|サ■ビス提供
:慮|た村申1者負|に0軽減措1置など|'■ビス
|.~  ‐|||■||■||■||~‐   ~|

【施策の方向】

ア 介 護サービスの総合的 。一体的な提供の推進

高齢者の多種多様なニーズに対応 した介護サービスの総合的 。一体的な提供を進

めます。

イ 利 用者の状態に応 じたサービス提供の推進

ターミナルケアや難病 。がん末期の要介護者への対応など、利用者の状態に応 じ

て必要なサービスを受けられるよう、提供体制の充実を図ります。

ウ 介 護保険対象外のサービスの推進

介護保険制度の対象となっていない利用者に対 し、市町が行う外出支援サービス

などの地域の実情に応 じたきめ細かな福祉サービスの提供を支援 します。

工 地 域の実情に応 じたサービス提供体制の確保

地域における介護サービスの利用状況や高齢者の状況を継続的に把握 ・点検 しな

がら、必要なサービス基盤の確保と施策の推進に努めます。

オ 低 所得者対策の活用促進

高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費、社会福祉法人等による利用料

の負担軽減措置事業などの低所得者に対する利用者負担軽減措置制度の活用を促進

します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

② 介 護保険関連施設の整備の充実

【課題】

【施策の方向】

ア 介 護保険施設の整備

計画圏域単位を基本として、圏域内の適正配置に配慮 しながら、特別養護老人ホ
ームなどの介護保険施設の計画的な整備を進めます。

イ 施 設の個室ユニット化の推進

介護保険施設や軽費老人ホーム等では、入所者の施設での生活を在宅の暮 らしに

近づけ るとともに個人の尊厳 を確保す る観点か ら、入所者個人の尊厳 を支

える個室と少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できるスペースを備えた個室ユニ

ット型の施設整備を進めます。

【特別養護老人ホームの整備方針】

①定員 30床 以上 50床 以下の施設の増設を優先することとし、原則、増設後

100床を限度とする。なお、地域密着型(29床以下)は、市町が必要数を市

町プランに基づき整備する。

②ユニット型を基本としつつも、地域における特別の事情を踏まえるものと

する。

ウ 特 別養護老人ホームの優先入居の推進

特別養護老人ホームにおいて、入所の必要性の高い人が優先的に入所できる

よう 「石川県優先入居指針」の徹底を指導 します。

工 在 宅サービス提供体制の基盤整備の推進

デイサービスセンターやショー トステイ専用床などの在宅サービス提供体制の

基盤整備を推進 します。

オ 地 域密着型サービス等のサービス提供基盤整備の推進

市町の整備する小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グループホームな

どの地域密着型サービスの整備を推進 します。

力 福 祉サービス提供基盤の整備

ひとり暮らし等のために、自宅での生活の継続が困難な高齢者を対象とした軽費

老人ホームについては、入所需要に見合った施設の整備を図っていきます。

キ 多 様な事業者の参入の促進

利用者が必要とする介護サービスを自由に選択できるよう、多様な事業者の参入

を促進 します。
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第4部 計画の日標と施策の推進方策

■特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の個室ユニット化の整備目標

③ 多 様な住環境の整備

【課題】

高齢煮準帯,構理|ILtlll自1宅で|●1生活の1継続が,困難な状況‐や、ラインスタ|イル1価1値
観鍬堅覆ず暉 短蔦l鍵 翻 試椎紘墓:暮:二二墓
も|、安心して暮らせる住|まいが求|め―られています=‐■■        ‐ ■■■ |‐|‐

■高齢者専用賃貸住宅の登録状況

区 分 H17年1度 H18年1度 H19年度
H20年度
(見込み)

箇所数 2 3 23

戸 数 163 327 622

※各年度末時点の数

【施策の方向】

ア 地 域優良賃貸住宅 (高齢者型)な どの供給の促進

「石川県住生活基本計画」 (計画期間 :平成 18年度～平成 27年度)に 基づき、

高齢者の状況に応 じて選択できる多様な居住施設として、シルバーハウジングや地

域優良賃貸住宅 (高齢者型)な どの供給を促進 します。

イ 高 齢者専用賃貸住宅などへの入居支援体制の構築の推進

床

種別 圏■域■名|

H20年 度末(見 込み) IH23年1度1末
壺傭済数|

■|‐IA■■.
個=ユ ■ツト
|■‐■31■‐|■

ユニツト1じ不
■■■R/A■ ■■

数
．
一

脳一　‐‐Ａ‐‐

肇
―
一

個室ユ■ツト
|_■IB■||

ユ■ツト化澤
|■IB/A■‐|

1特月1養護‐
老1人ホ■―ム
(地域密着型含‐

■ ■ ■ む )  .

南加賀 1,180 616 52.2γ 1,330 839 63.1ツ

石‖1中1央 2,884 768 26.6γ 3,103 1,087 35.0,

能登1中:部 :,000 220 22.0喫 1,030 250 24.3%

能豊北部 775 200 25.8% 775 200 25.8ツ

5,839 1.304 30.9リ 6,238 2,376 38.1%

介護老1人
保健施設

南加賀 966 0 0.Oγ 1,184 45 3.891

石‖1中央 1,846 75 4.1% 2,296 75 3.3引

能登■部 600 0 0.096 829 0 0.091

能登北部 260 36 13.8γ 390 36 9.2%

3,672 3.0% 4,699 156 3.3%

合計

南加賀 2,146 616 28.7% 2,514 884 35.2γ

容‖「中1央 4,730 843 17.8% 5,399 1,162 21.5γ

能登申部 1,600 220 13.8% 1,859 250 13.4%

能登JL部 1_035 236 22.8% 1,165 236 20.3%

県|1計 9,511 1,915 20.1% 10,937 2.532 23.2γ
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■高齢者向け賃貸住宅のイメージ

1 1 1 1 ‐●: | 1 1 1 ‐■| | | | | | | | : | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : | : ■| | | | | | | | | | | | : : | | | ■ | | ‐  ‐| |

市齢1者事藩賃棄住宅||

1群鷲藝重E襲鐘
報提供■■■■■■■|■‐■|‐

高 齢 者 円滑 入 居 賃 貸 住 宅
・高齢者の入居を拒否 しない

住宅
・県や住宅センター窓回、HP
等により登録住宅の概要を情
報提供

第4部 計画の日標と施策の推進方策

高齢者であることを理由に入居を拒否 しない 「高齢者専用賃貸住宅」、 「高齢者

円滑入居賃貸住宅」の情報の登録や提供及び入居の相談に応 じる窓回の設置など入

居支援体制の構築を進めます。

ウ 終 身建物賃貸借制度の普及

高齢者が生涯にわたり安心 して居住できる高齢者向けの賃貸住宅を確保するた

め、終身建物賃貸借制度の普及を図ります。

工 高 齢者対応の公営住宅の整備とバ リアフリー化の促進

高齢者対応の公営住宅の整備を継続するとともに、既存の住宅にバリアフリーア

ドバイザーを派遣 し、住宅の高度なバ リアフリー化を促進 します。

オ 生 活援助員の派遣

シルバーハウジングなどにおける入居者の安全を確保するとともに、安心 して生

活を営めるよう生活援助員 (ライフサポー トアドバイザー)の 配置を推進 します。

(2)サ ービスの質の向上

① 現 任の介護職員等の資質の向上

【課題】

■介1護サ■ビスの1提供にあ|たつては=そ|の1内1容を定|めるケアプラン(サ■ビス1計画)に 利1用
‐

者の意‐向‐が最1大限1●反映され、個々―
の状態や三ニズ等に見合もた適切なサニビスとなるよ

うなケアマネジメントが必要となります。

ケアマネジメントが機能するか否かは、サービスの質の問題を解決する大きな要素であ

り、その
"要"で

ある介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上は不可欠といえます。さら

に、介護の基本は対人サービスであることから、サービスの質の向上を図るためには、ホー

ムヘルバー等、現場で処遇にあたる職員の技術・技能を高める必要があります。

【施策の方向】

ア 介 護支援専門員の実務従事者基礎研修等の実施

実際に実務に就いた介護支援専門員を対象として、就業期間に応 じて、実務従事

者基礎研修等を実施 し、資質の向上やサービスの向上を図ります。

イ 介 護支援専門員の更新研修の実施

業務に従事する介護支援専門員に対 し、5年 毎に更新研修を実施 し、専門的知識

及び技術の向上を図ります。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

ウ 介 護支援専門員の自己研鑽の場の確保

「石川県介護支援専門員協会」と連携 し、介護支援専門員相互の自己研鑽の機会

の確保を図ります。

工 介 護職員等の資質の向上

現任の介護職員やホームヘルパーについては、介護職員基礎研修の受講を推進す

るとともに、介護職員基礎研修を実施する介護員養成研修事業者の確保に努めま

す。また、経験年数や職務段階に応 じた、生涯にわたる計画的 ・総合的研修の受講

も推進 します。

オ ユ ニットケア研修の実施

ユニット型特別養護老人ホームなどにおいて適正な運営を確保するとともに、職

員が適切なケアを提供 していくための専門性や質の向上を図ります。

力 積 極的な研修の受講の推進

指定介護保険事業者や福祉サービス事業者に対 し、国や県、市町、関係団体等が

主催する資質向上に資する研修会への積極的な参加を推進 します。

② 介 護サービス提供事業者の質の向上

【課題】

:野恵運璽獣捨』    ir]繁:=l
撃事曇覇薩覇彗:詈轟輝藝i寡鋭1室為冒キ■=| サヽ■|ネ||1提供ⅢⅢ,組んでいく|■
が量妻です.6●■■■|■■‐■■■|

【施策の方向】

ア 介 護サービス情報の公表制度の実施

介護サービス事業者が、利用者に必要な情報を適切に公表するよう円滑な制度の

実施を推進するとともに、公表された情報が活用されるよう、制度の普及啓発を図

ります。

イ 第 二者評価制度の推進

福祉サービス第三者評価をより多くの事業者が受審するよう働きかけを行いま

す。

ウ 評 価調査者の質の確保

評価を実施するにあたっては、公正 ・中立な評価が必要であることから、専門性

の高い客観的な評価ができる評価調査者を養成 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

介護保険施設1等における身体拘束はI人権擁議の1観点から問題があるだけではな〈t
高鈴者の1年活の質を根本から損なう危険性を有IⅢてい|す。■■■||‐||■|||■‐

■●■ 身体担ネ叩 理事市齢者ケアの
魏 :鰤 IF胃ヤ,1,T,1胃 F亨が■致協力して身体拘束1廃上に取り組|む1必

③ 介 護保険施設等における身体拘束廃止の徹底
【課題】

【施策の方向】

ア 身 体拘束に関する知識の普及啓発

研修会やサービス事業者等に対する実地指導等を通 じ、施設の介護従事者のみ

ならず、利用者やその家族を対象として身体拘束に関する知識の普及啓発を図り

ます。

イ 身 体拘束実態調査の実施

施設 ・居住系サービスを提供する事業者を対象とした実態調査を実施 し、その

結果を踏まえ、身体拘束の廃上に向けた取組みにつなげます。

ウ 指 導者を対象とした研修の実施

身体拘束廃止を徹底するためには、各施設において指導的立場にある者が、そ

の趣旨を踏まえ推進することが重要であることから、施設長などに対する研修等

を実施 し、身体拘束廃止を徹底 します。

(3)療 養病床の再編への対応

【課題】

1療養病床の1再編は1高齢者̂ |の1医療1介護サ|■ビスの1提供のあ'方||ついて1生活1支援
を華諄する●卓■=ltl療1華1病床を入1峙1轟者の1医1療|の必要1性|の1観1点|から再編する||とと
されています:■|■■■■■|■■■■■■||._‐ ‐‐‐ _ ■ ‐■■■■■■‐■‐

具体1的には1医1療|の1必要性が高い患1者に対してはt引き続き医1療1保険によ―り療1養1病床に

おいて,必要な1医療サ|■ビスを提供する■1方1医療|の1必要性が低い患1者に対して1ま―●そ|の1方

の状1態に相1応|しい介護サー■ビス等|が提供されるよう.、.介護保険施設等べの転換を進|めるこ―と

となつています:  ■  ‐     |‐ ■‐_

転換にあたつては=現に入1院.している患者が行き場を失うことがなく、高齢者―の1状態に即し

た適1切|なサ‐ビスが提1供される体制1整備が必要です。

【施策の方向】

ア 医 療機関への支援

療養病床の再編は、今後の医療 ・介護の改革の方向性や地域における需要の動

向などを踏まえて、療養病床を有する医療機関自らの判断によって実現されるも

のであり、医療機関の理解と協力が得られるよう、関係団体への情報提供や啓発

等に努めます。また、転換を行う場合には、手続等についての技術的な助言や、

必要な整備費について補助を行うなど支援に努めます。

イ 入 院患者や家族への支援

入院患者や家族が不安を抱くことのないよう、相談等に応ずる窓口を設置 し、

対応 していきます。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

■療養病床の再編に関する相談窓口

県における相談窓ロ

(利用者や医療機関からの療養病床

再編に関する相談など全般)

石川県健康福祉部長寿社会課

電課:076-225-1417

石川県健康福祉部医療対策課

電認:076-225-1433

各市町における利用者等の相談窓ロ 各市町の担当課及び地域包括支援センター

ウ 地 域ケア体制の推進

住み慣れた地域において、高齢者が在宅生活を続けるためには、医療と介護の

連携や介護サービス事業者間の連携などの地域ケア体制の充実が重要であること

から、サービス事業者や主治医、ケアマネジャー、家族介護者等を対象とした 「地

域ケア体制推進研修会」を開催 し、市町や関係者の取組みを支援 します。

(地域ケア体制の推進の方向性について、次ページ図)
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計画の目標と施策の推進方策

1介護保険開始後|●1在宅介護●|サー■|ビス充1実●●かか|わら|ず●以1前|と●て多数の1高齢
者|,1家族|が施設入所を希1望|■|■ |■ |■

|§議装it警穐轟撃:「霧銭家黙露曇髯1覇J,表11よ|
‐‐1入所|‐|^嗜=IⅢ●||■|■||||||||||||■■||||■■|‐|‐■‐|‐|‐|||■||||||■|■■||

|‐0地 域によ:る現守り|や助け合| がヽ希薄イし■■■高齢者●介護家族01孤立■|■|■||■■■|‐
これらの課題を解消し、在署での介護・層
プランによる介護サービスの提供が必要

市町(地域包括支援センター)における医療と介護の連携方策の検討促進

◎県内での取組事例
<野 々市町>
・開業医・ケアマネ・介護事業者・行政によるシンポジウム開催

→ 開催後、ケアマネ間での情報交換や主治医への働きかけが活発化

<中 能登町>
・開業医と訪問看護ステーシヨンとで勉強会を開催
・ケアマネと主治医のメールにより情報のやりとり

○先進的事例等の情報
提供 ・助言

○研修会の実施による
各市町 ・関係者の取

組みの促進

在宅サービス利用の満足度の向上による在宅介護高齢者の増

地域タア体制の推進について

医療の視点が十分反映された介護サービスの提供
・高齢者の身体状態の把握
・ケアプランにおける訪問看護などの医療系サービス

〔医療と介護(サービス事業者相互)の連携口情報共肴が必要 〕

情報共有
双方向のやりとりができる関係づくり

サービス事業者

◎地域包括支援センターの機能強イヒ(ケアマネジメントヘの支援 ・助言)

◎主治医 ・ケアマネ介護事業者及びその関係団体による自発的な取組促進

◎各地域の医療 ・介護の連携体制の底上げと市町間のレベルの平準化



第4部 計画の日標と施策の推進方策

3 サ ービスを支える人材の育成 と確保

(1)サービスを支える人材の育成

【課題】

【施策の方向】

ア 介 護支援専門員の育成

介護支援専門員の実務研修の内容の充実を図り、質の高い介護支援専門員の育成を

図ります。

イ 主 任介護支援専門員の育成

地域包括支援センターにおいて、地域での包括的ケアマネジメントの中核的な役割

を担うとともに、居宅介護支援事業所の介護支援専門員を技術的に支援する主任介護

支援専門員の育成を図ります。

ウ ホ ームヘルパーの養成

ホームヘルパー養成事業等を継続的に実施 し、人材の育成を図ります。

工 介 護サービスに携わる専門職の育成

介護福祉士、保健師、看護師、社会福祉士等の介護サービスや各種相談業務に携わ

る専門職の育成を図ります。

(2)サービスを支える人材の確保

【課題】

■高齢イヒの進展|=伴い=介護サ■ビス等0利 Hが 増加する

「      :獣 11月寡続き介護支援専1門員|や介護福祉士:社会'福祉士など0.保健|
1育成に努める必要|があります: | | | | | | | | | | | | | ‐

‐| | | | ‐
| | | ■| ‐| | : | | | ■|  | | ‐ ‐| |    | ■ | | | | | | ‐■ ■ ■ |

1人1材|の確保については1‐サ■ビスの1需要が増1加すると見込まれることからヽ|1新た|な人1材の|

育成を1図|る■1方|=|き続き=潜1在する人1材|の1掘り起.こしと=求1人求1職|の1幹1旋を継続して進め
・

る必要‐があり.ますまま|たI‐県内1就業者を確保するた.め|の修学1資1全1貸‐付などの1対策を―講じてい

|ます:‐     ~‐  |・| |‐■ ‐ ■ ・

【施策の方向】

ア  「 石川県福祉人材センター」における求人求職の斡旋、人材育成

「石川県福祉人材センター」において、引き続 き求人求職の斡旋と、人材の育成を

図ります。

(ア)ハ ローワークと連携 した求人求職の紹介や相談事業の充実を図 ります。

(イ)求 人求職面接会等の実施により、就労の促進を図 ります。

(ウ)介 護福祉士や社会福祉士の資格取得を促進するための研修会等を開催 します。

(工)福 祉事業に従事 しようとする人材を対象とした講習会等を開催 します。

イ 「 石川県ナースセンター」における就業相談等

「石川県ナースセンター」において、引き続 き就業相談や再就業前の実務研修の実

施等により、看護分野の人材の掘 り起 こしと業務への参入を進めます。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

ウ 人 材養成機関に対する人材情報の提供

理学療法士及び作業療法士等については、人材養成機関に対 し、介護サービス等に

関する人材情報の提供を行い、就労の促進に努めます。
工 修 学資金貸付制度の実施

介護福祉士や看護師 ・准看護師等の修学資金の貸与を実施 し、保健 。医療 ・福祉に

関する人材の就業を支援 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

福祉・介護サービス分野の魅力紹介

●離職者訓練の拡充
離職者lll練(無料)の定員を大
こ拡充

●養成施設への入学促進
介護福祉士等の養成施設入

学者に対して、修学資金を貸
付け

●母子家庭の母の職業副練等
介護福祉士等の資格取得のた

めの修学に対し給付金を支給

●福祉総合研修センターを活用した人材育成

(1)議員の資質向上
・新任、中堅、指導者研修
・職種別専門研修
・課題711研修

(21資格取得研修
・介護福祉士・社会福祉士国家試験
受験準備講習

●介饉従事者の処遇改善の視点に
立った介護報酬改定

福社分野の雇用 (人材確保)対 策について



第4部 計画の目標と施策の推進方策

4 高 齢者にとって安全で安心な生活環境の整備

:3::言:曇li:[i]:[単:曇
者に|や:さ|しヽ|生ヽ‐活環1境|の1整備を推進して, 建ヽ

(1)高齢者にとって住みよい環境の整備

【課題】

鯖織規凛護[樋鱗]:季「  1,1胃|=す:■■■|||■■■‐|‐|  ■||■||■■|
■をあたあには.11凛庭1織積あ券聾走:,そiまなく、きまざまな分野●諄係者|が連1携して1高1齢
者にやきしい環1境づくILJ8進めていくことが童1要ですよ|■|■|■■■■

‐   ‐ |■||■|■|

【施策の方向】

ア バ リアフリーに関する知識の普及啓発

バ リアフリー社会の推進に関する県民への一層の普及啓発に努めるとともに、地域

における取組みへの支援等を通 じ、ノーマライゼーション(標準化)理念の浸透と定着

を図ります。

イ 公 共施設等のバ リアフリー化の推進

日常生活のあらゆる施設が安心して利用できるよう、公共施設等のバ リアフリー化

や安全に利用できる道路、公園、交通機関等の整備を推進 します。

ウ 高 齢者住宅のバ リアフリー化の推進

高齢者向け公営住宅の一層の整備を進めるとともに、個人住宅のバリアフリー化に

対する助成等により、居住環境の整備を図ります。

エ バ リアフリーに関する相談への対応

住宅のバ リアフリー化に関する専門的な相談への対応や助言体制を整備するとと

もに、関係業界や事業者等への指導に努めます。

オ ユ ニバーサルデザインの普及 ・啓発

すべての人が安全 ・安心で使いやすいように製品 。建物 ・環境などをデザインする

ユニバーサルデザインの考え方を普及し、ユニバーサルデザインの観点に基づくもの

づくりを推進 します。

力 福 祉用具の改善 。改良

「石川県リハビリテーションセンター」を核とした福祉用具の改善 ・改良を支援す

る体制整備を進めます。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

(2)認知症高齢者に対する支援

【課題】

【施策の方向】

ア 認 知症に関する知識の普及啓発

認知症に関する誤った認識や偏見を解消 し、高齢者や家族が早期に適切なサービス

を受けることができるように住民への正しい知識の普及啓発に努めます。さらに、認

知症を理解 し、認知症の人や家族を温かく見守 り、支援する認知症サポーターの要請

や、認知症に対する正 しい知識と具体的な対応方法を地域住民に伝えるキャラバンメ

イ トを育成 します。

イ 相 談窓日の機能の充実

認知症高齢者等の相談窓口である県保健福祉センター、市町、地域包括支援センタ
ーや、民間の 「認知症の人と家族の会」等の機能充実及び連携強化とともに、県立高

松病院に新設する認知症の専門的医療を提供する認知症疾患医療センターとの連携な

ど、相談体制の強化を図ります。

ウ 早 期発見 ・早期対応

認知症高齢者を早期に発見するために基本健康診査の受診を勧奨するとともに、地

域支援事業の介護予防特定高齢者施策により早期対応を図ります。また認知症高齢者

の早期発見 ・早期対応が円滑に図られるよう、医療 ・保健 ・福祉の連携を強化 します。

工 認 知症に対応 した介護保険サービスの適切な提供

認知症高齢者が利用する認知症高齢者グループホームや認知症対応型デイサービ

スセンター、小規模多機能型居宅介護など環境変化に弱い認知症高齢者に対応 した地

域密着型サービスの適切な提供を促進 します。

オ 認 知症高齢者に対応 したケアマネジメントの推進

研修会等を通 じ、 「認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式」の普及を

図り、認知症高齢者に対応 したケアマネジメントを推進 します。

力 認 知症介護に携わる職員の資質の向上

認知症高齢者に介護サービス等を提供する事業所の管理者や介護サービス従事者、

計画作成担当者に対する研修を実施 し、サービスの質の向上を図ります。

キ 地 域見守リネットワークの構築

徘徊の見られる認知症高齢者の安全と家族等の安心を確保するため、地域包括支援

センターにおける情報収集と相談体制の充実強化により、地域の見守リネットワーク

の構築を図ります。

ク 成 年後見制度や福祉サービス利用支援事業の利用の推進

成年後見制度の利用のほか、自ら福祉サービスを利用することや、日常の金銭管理

などを行うことが難 しい状態にある認知症高齢者等に対 して、福祉サービス利用支援

事業の利用を推進 します。

■高1齢化の進展によリー1認知1症高1齢者も―増1加することが予1測され|て|おリー=認知1症1高齢者が住|
|み慣|れた1地域で継続した1生1活ができるよう1暉埠肇雌 1図う|と力,本|めらわて| ま`す||1事||
た1認知‐症|の1初1期の1対瑯|が遅れる二と111より●医療1介護に1支1障が生じる場合|が1少なくないた
|め=早期1発1見1相1談1診断1体制と認知1症高1齢者や||1奉棒||||||■着上の|=1体卸を華靖|
|する必要がありますよ||■■■■■■||‐■■|‐‐

■甲で■1声齢1煮介1諄01中|1的議事|.して認知症対策を推進してお―り、平成‐20年'月には|
「認知1症の1医療と糞活|の1質を高める緊急|プロジ=ケート1による報告書を取りまとめています=■
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

―
―
―
¨

厚生労働省「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」による報告書の概要

:これからの認知症対策の基本方針

○ 今後の認知症対策の基本方針は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応の促進

○ 具体的には、(1)実態の把握、(2)研究開発の加速、(3)早期診断の推進と適切な医療の提供、(4)適切なケアの
普及及び本人・家族支援、(5)若年性認知症対策を積極的に推進するため、財源の確保も含め、必要な措置を
講じていく必要がある。

II今後の認知症対策の具体的内容

1実 態の把握

○ 認知症患者数を正確に把握するため、医学的に診断された認知症の有病率調査を実施

○ 認知症患者の症状別、医療機関・施設別の利用の実態や、地域における認知症に対する医療・介護サービス
資源の実態等について調査を実施

○ 要介護認定で使用されている「認知症高齢者の日常生活自立度」は、より客観的で科学的根拠に基づくもの
への見直しを検討

2研 究・開発の促進

○ 今後5年 以内に、アルツハイマー病の促進因子・予防因子を解明し、有効な予防方法を見いだすことを目標
とした研究を促進

○ 今後5年 以内に、アルツハイマー病について早期に、確実に、身体に負担をかけない診断が可能となるよう、
アミロイドイメージングによる画像診断、血液中のパイオマーカー等の早期診断技術の実用化を目標とした
研究を推進

○ 資源を集中し、今後10年 以内にアルツハイマー病の根本的治療薬の実用化を目標とした研究を推進

3早 期診断の推進と適切な医療の提供

〇 認知症診療ガイドラインの開発・普及、専門医療機関の整備等により、早期診断の促進とBPSDの 急性期
や身体合併症への適切な対応を促進

○ 認知症の専門医療機関である認知症疾患医療センターを全国に150か 所整備し、地域包括支援センター

との連携担当者を新たに配置

○ 認知症の専門医療を提供する医師の育成や研修体系の構築

4適 切なケアの普及及び本人・家族支援

○ 認知症ケアの標準化・高度化に向けた取組みの推進

○ 認知症連携担当者を配置する地域包括支援センターを認知症疾患医療センターに対応して新たに全国に

整備し、医療から介護への切れ日のないサービスを提供

○ 身近な地域の認知症介護の専門家等が対応するコールセンターを設置

○ 市町村等による定期的な訪問相談活動等きめ細やかな支援の取組みを推進

○ 「認知症を知り地域をつくる10か 年」構想等の推進

5若 年性認知症対策

(1)気軽に相談できる全国1か所の若年性認知症コールセンターを設置し、

(2)認知症連携担当者が新たに診断された若年性認知症の人を把握し、本人の状態に合わせて雇用・就労
サービスや障害者福祉、介護サービスにつなぐとともに、

(3)医療・福祉と雇用・就労の関係者からなる若年性認知症就労支援ネットワークの創設、

(4)若 年性認知症ケアのモデル事業の実施による研究・普及、

(5)国 民、企業等への広報啓発

等により、「若年性認知症総合対策」を推進
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

(3)高齢者虐待の防止と養護者支援等の推進

【課題】

【施策の方向】

ア 関 係者の資質向上

高齢者虐待防止法施行により、高齢者虐待防止等の取組みが本格化する中、これに

携わる関係者の資質向上方策もより高度化 していく必要があります。資質向上に有効

とされる研修会について、聴講型から討議型に改めるなど、より実践に即 した対応能

力の養成を図ります。

イ 市 町に対する支援強化

市町や地域包括支援センターでは、社会福祉士が主体となって高齢者虐待防止等に

取 り組んでいますが、対応事例の中には、問題が複雑に絡み合い解決が困難な事例も

少なくありません。このため、高齢者虐待専門職チームを設け、より専門的知識を有

する機関の支援が受けられるよう体制の整備を図ります。

ウ 高 齢者虐待防止等に関する知識の普及啓発

高齢者虐待事例には、市町や県が責任を持って対処 していますが、高齢者虐待の発

生を防止するためには、市町や県のみならず、県民一人ひとりが高齢者虐待防止等の

重要性の理解を深めることが必要です。このため、引き続き高齢者虐待防止等に関す

る知識の普及啓発を図ります。

工 養 介護施設従事者等による高齢者虐待防止への取組強化

高齢者虐待防止法施行後、毎年、養介護施設従事者等による高齢者虐待事例が発生

していることは、県内介護保険サービスに対する信頼を大きく揺るがすおそれがあ

り、その根絶に向け、指導の徹底を図ります。

オ 成 年後見制度や福祉サービス利用支援事業の利用の推進

高齢者虐待事例における認知症高齢者の割合は約4割 と高いことから、成年後見制

度や社会福祉協議会が実施 している福祉サービス利用支援事業の利用促進に係る普及

啓発を図ります。

■■幹煮膚1管町■替1事行隼1事1崎煮FI待,審態が1明|らかになる■1方=市町は関1係機関の
1峰々奮行ながう碑拝1的に帯齢育膚1待町ヰ1幸筆者|=擦|‐て―1以

‐十1言1齢■|1待け|二等1‐という:)
に取り組んでいま|す。|   ‐|■‐||■■■||||   . |.||‐|■||||■|
1今1後は|より複1雑化する困難事例|^|の1対1応11押|ネ1亭行予1防,IⅢ響ⅢⅢ lllてしヽく必琴

‐

があります●■|■|.■ ‐  ~‐ ||■ |■■
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第4部 計画の日標と施策の推進方策

<高 齢者虐待防止ネットワーク及びその支援体制イメージ図>

市 町
(市町から委託を受けたものも含む。)

(相 談 の通報 :

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会

(4)消費生活の安全確保及び犯罪被害の防止

【課題】
1高齢化|の進展に伴うひと―り暮らし高齢者|や1高齢者世帯|の1増加|を背景:‐=t高 1齢者が消費1者

トラブルに巻き込|まれ|たリー1‐振り込め詐欺|の1被1害に道う危1険性|が高くなうていま|す。
1今

後も―高齢者に係る被害の1未然1防止、1拡1大防上を図るた|め―の取1組みを一層1推1進する.必

要力`あります。

【施策の方向】

ア 安 全安心な消費生活社会づ くりの推進

「石川県安全安心な消費生活社会づ くり条例」に基づき、消費者の権利の確立、不

適正な取引行為の規制、消費者教育 ・情報提供、消費者被害の救済、市町に対する支

援などに取組み、消費者が自立 した主体 として行動できる環境の整備を推進 します。

イ 消 費生活等の安全安心のための知識の普及啓発

「石川県消費生活支援センター」を核 として、消費者被害の迅速な救済を図るほか、

講座の開催や、団体やグループヘの講師派遣による消費者教育や犯罪被害防止のため

の知識の啓発、対処方法等を記載 したチラシの配布や新聞広報などによる周知、マス

コミの活用やホームページ、メールマガジンによる迅速な情報提供を図 ります。

ウ 市 町に対する支援

消費者が身近な行政主体である市町において消費生活相談を受けられるよう、市町

ネットワークミーティング
(個別チーム)

- 92 -



第4部 計画の目標と施策の推進方策

巡回相談の実施、相談担当職員に対する研修充実等により、市町の相談窓 回の強化を

図 ります。

工 民 生委員などを通 じた被害の防止

高齢者で判断力が低下 している方を消費者被害から守るため、民生委員やホームヘ

ルパー、老人クラブなどの地域社会の協力を得ながら、被害の早期発見、早期対応を

図ります。

(5)地域における支え合いの推進

① 高 齢者福祉ボランティアの育成

【課題】

認覆   :窺 暑濯譜ぶ顎葛搬 野,:
|=φlた|めIJAtl"サ■|スを構■した'|そ:01彙1的1向1上を支|えたり|ある|はヽ1言齢者等|の1身‐近|
な地域における独:自|の支援体制として=従来からある■域●|つなが,,1根ざしたユ域姜社|ボ

:量議tilまli:`1111111111111111
【施策の方向】

ア 高 齢者を支えるボランティア活動の推進

支援 を要す る高齢者等 を継続的かつ定期的に支えることのできるボランテ

ィア活動を推進 します。

イ ボ ランティアコーディネーター等の人材の育成

ボランテ ィア活動 を支えるボランテ ィアコーデ ィネーター等の人材の育成

を図ります。

ウ ボ ランティアと連携 したサービスの提供の推進

ボランティアの支援と協力を得ながら、画一的になりがちな公的サービスから心

が通い合う公的サービスヘの転換を推進 します。

エ ボ ランティアネットワークの構築

市町ボランティアセンターの活動を強化 し、地域のボランティアネットワークの

構築を推進 します。

オ 福 祉施設等におけるボランティアの受入の推進

施設利用者等への社会的な交流機会の提供のため、施設等におけるボランティア

の受入を推進 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

② 老人クラブ活動等の充実
【課題】

【施策の方向】

ア 友 愛訪間の推進

老人クラブが行う友愛訪問等を通 じ、高齢者を精神面で支える地域の取組みを進

めます。

イ 自 治会等との連携の強化

自治会や婦人会 。青年団など、地域に根ざした組織における高齢者の支援活動の

強化を推進 します。

ウ 老 人クラブによるボランティア活動の推進

老人クラブ等における高齢者福祉ボランティア活動を推進 し、明るい地域社会づ

くりを目指 します。

③ 地 域見守リネットワークの整備

【課題】

【施策の方向】

ア 民 生委員等との連携による安否確認の実施

民生委員や地域福祉推進員による安否確認等の見守り活動を通 じ、高齢者等の日

常生活の安全安心を確保するとともに必要な公的サービスとの連携を推進 します。

イ 地 域における仲間づ くりの推進

老人クラブが行う友愛訪間等を通 じ、地域における仲間づくり。連帯づくりを推

進 します。

ウ 地 域見守リネットワークの構築

地域包括支援センターにおける情報収集と相談体制の充実強化により、地域の見

守リネットワークの構築を図ります。

in■●|ツ■1嗜寧坤晴=帯押響|■■す～聯 煮力摯
塁彗 TI言

哩戦電轟雛畢難蓼れと嶺=見寺リネ外,二あ基語を進あな
こと|が求|められていますよ■■|||■■・     ■ |■|■■||■‐‐   ‐ |■||■■|
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

(6)高齢者の交通安全対策の推進

【課題】

■交1通1事故による死者1数は全1体としては減1少傾●●あtJますが1全1体■古め|る高齢1者|の1割
合|は半数1以

‐
上と高くな●ていま|すよまた●高齢1者の1免許1人●|の1増1加に伴い.:高齢運転者によ

る交通1事1故|の1件1数も増加していま|す.まこのため1高1齢1書自身■|,体|カーな|ど|の1変̀しを1自1章|で

‐
譲 躍躍 駕 雛 程議 真禁 識 唐   真 鶴禦 搬 罐
がありますよ■■‐■|■■■|■■■■|■‐|■|‐_‐・_‐■■■‐■■■ ■   ‐ _■■‐‐‐―■

【施策の方向】

ア 交 通安全教育の推進

幼児から高齢者まで一貫性のある生涯教育としての交通安全教育、特に正 しい横断

方法をはじめとした交通ルールの学習のほか、高齢者にも理解 しやすいような体験 ・

実践型を中心とした高齢者交通安全教室の推進を図ります。

イ 運 転者向けの実践的な研修会への参加促進

自動車学校や安全運転研修所における運転適正や危険予測を中心とした運転者向

けの体験 。実践的な研修会への参加の推進を図ります。

ウ 外 出時の事故防止の推進

交通安全は、自ら交通ルールを守 り、交通マナーを高めることは勿論のこと、危険

回避の観点から、周囲に対 しても自分の存在を知らせ、注意を促すことが大変重要で

あることから、夕暮れ時の早めのライ ト点灯運動、夜光反射材の活用等の普及啓発を

図ります。

(7)災害に対する体制の整備

【課題】

■高齢者|や障1害者|な|ど|のいわ|ゆる「災1害時1要援護者」は1災1害から自らを守るために安
‐
全な

場所に1避難するな|ど|の1災害1時の1行1動|=支援を要することからtl迅1速1確実な避難1支援体制|

の整1備を進|める.必要が|あります。

平成19年 3月に発生した能登半島地震の際には、民生委員が中心となって作成する「地

域みまもリマップ」の活用により、要援護者の安否確認や避難所への誘導がスムーズに行わ

れたという実績があります。地域における連携を深め、災害に備えるこうした取組みを今後も

支援していく必要があります。

【施策の方向】

ア  「 地域みまもリマップ」の作成の支援

各地域で作成する 「地域みまもリマップ」は、要援護者に対する災害時支援に有用

であり、その作成及び情報の更新について支援 します。

イ 避 難支援プランの作成の支援

市町において災害時要援護者の範囲、情報の収集 ・共有の方法、避難支援体制など

災害時要援護者対策の取組方針を明らかに した避難支援プランの全体計画及び要援

護者一人ひとりの支援者や避難所などを定めた個別計画を作成するよう支援 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

ウ 避 難所の施設環境の整備

避難所における円滑な救援活動を実施するため、県の策定 した 「避難所運営マニュ

アル策定指針」等を活用し、避難所運営マニュアルを作成するとともに、要援護者に

対する備蓄物資の拡充を進めるよう市町を支援 します。
工  「 高齢者の入所系施設における防災マニュアル」の徹底

高齢者施設において県の作成 した 「高齢者の入所系施設における防災マニュアル」

を参考に防災計画の作成を徹底 し、定期的に防災訓練を実施するなどマニュアルの実

効性を高めるよう指導 します。

オ 高 齢者施設における防災組織体制の整備

災害発生時における迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ防災組織体制を整

え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制を明確化するよう指導 します。

力 近 隣住民、近隣施設との協力体制の確保

災害時においては、施設職員だけではその対応が十分でない場合が多く、また救助

された被災者を一時的に避難させる場所も必要であるため、あらかじめ近隣に所在す

る施設や医療機関、地域住民、ボランティア組織とも連携を深め、緊急の場合の応援、

協力体制を確保するよう病院等の相互間の連携を図るよう指導 します。

キ 防 災関係機関との連携強化

地震等の災害時における高齢者の安心 ・安全を確保するため、民生委員、身体障害

者相談員、介護支援専門員、ホームヘルパー、社会福祉協議会等の福祉関連機関、地

域消防防災関係者や防災関係機関との連携 した支援体制の整備を推進 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

「
~……………

屋赫
~高

圧黒轟 憂3百二F品麗ユ
~~~~~~¬

■超高1齢社1会を迎える1中|で●募る将来|の不1安を乗り越え=「安心」|と「希1望」を抱いて|
生1活|できる社会を築いていくために121251年を見据えて取り組|む|べき施策を提言|す
る=|■■‐■■■ |■‐■||■|‐

1.高 齢者 自らが安心と希望の地域づくりに貢献できる環境づくり
～高齢者や要介護者が最期まで生き方に選択肢を持ち、人とのつながりを持つて
生きていける社会を創るために～

①コミュニティロワーク・コーディネーター(仮称)の輩出
地域の高齢者が「求めていること」と「できること」を結びつけ、意欲ある高齢者が主体的・

積極的に参加するコミュニティ・ビジネスや互助事業等を育成する「キーパーソン」になりたい
という、意欲ある高齢者や住民(コミュニティ・ワーク・コーディネーター(高齢者地域活動推進
者))(仮称)を地域から募集し、先進的事例や様々なノウハウを修得できる機会を提供

②地域包括支援センターのコミュニティ支援機能の強化

2.高 齢者が、住み慣れた自宅や地域で住み続けるための介護の質の向上
～たとえ介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域で住み続けるために～

①在宅生活を支援するサービスの基盤整備
訪問介護・訪間看護のネットワークの整備、家族への適切な介護情報の提供等

②在宅生活支援リハビリテーションの強化
リハビリテーションの拠点整備と質の向上に向けた取組みの推進等

③医療と介護の連携強化
必要な研修を受けた介護従事者が、医師や看護師との連携の下に、施設入所者に対して、

経管栄養や喀痰吸引を安全性が確保される範囲内で行うことができる仕組みの整備、緩和
ケアの積極的な推進等

④認知症対策の充実
認知症ケアの標準化、成年後見制度の活用等

⑤地域の特性に応じた高齢者住宅等の整備
地域特性に応じた住宅・施設整備、多世代交流機能を持つ小規模住宅の整備等

3.介 護従事者にとつての安心と希望の実現
～介護従事者が働きやすく、介護の仕事に誇りとやりがいを持つて取り組み続けて
いけるために～

①各事業所における介護従事者の処遇に関する情報の積極的な公表の推進
②介護従事者が誇りとやりがいをもって働くことができる環境の整備

介護従事者の処遇改善に資する介護報酬の設定、ワークライフバランスヘの配慮、資格
や経験等に応じたキャリアアップの仕組みの構築、介護ロボットの研究開発の推進等

③介護従事者の確保口育成
潜在的介護福祉士等の掘り起こし、現場復帰に向けた研修の実施、介護未経験者の就業

支援等
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

5 利 用者の立場 に立 ったサー ビス提供の推進

(1)サ ービスの円滑な利活用の推進

① 情 報提供の充実

【課題】

攀彙1  鞣
【施策の方向】

ア 介 護サービス情報の公表制度の実施

介護サービス事業者が、利用者に必要な情報を適切に公表するよう円滑な制度の

実施を推進するとともに、公表された情報が活用されるよう、制度の普及啓発を図

ります。

イ 市 町における事業者情報提供の推進

市町において利用者が必要とする情報を入手できるよう、居宅介護支援事業者や

サービス事業者 リスト等を作成 し、分かりやすい情報の提供と利便を図ります。

ウ 介 護保険制度の理解と介護サービスの利用の促進

介護保険制度の県民への周知を図るため、介護保険の仕組みやサービス利用など

を紹介するハンドブックの作成や、県政出前講座を実施 します。

「『介護の日』について
厚生労働省では、

“
介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サー

ビス利用者及び介護家族を支援するとともに、利用者、家族、介護従事者、それ

らを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や

障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施するための日
"と

して、「11月 11日 」を「介護の日」と決めました。

介1諄1凛び福1社|サ|■|ビ|ネ|が1利1用1者|の■■|ズに適応して1効1率的|か|う1効1果的|に提供|き|れる.たあ
‐

轟霧菫籍:富:ζ摯瞥1蓄|||,111
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第4部 計画の日標と施策の推進方策

椰 ―ビス      (情 講戯爾観鴻瓢HD

(年に1回曜度)

② 要 介護者の家族等への支援

【課題】

■介1護1保:険制1度|では=介護を要|する状態となつても=できる限|‐りtl自1宅|で自立した■‐常1生1活

が営|めるよう介護サ■ビスを1提供することとしています=|■ ‐■|‐        |

1在1宅|での1介護を継1続していくた|めにはt要‐介護者―の1家1族1等に1対‐する支1援が必1要となつてい

ま|す:          ‐

【施策の方向】

ア 介 護家族の介護に関する知識の普及啓発

高齢者を介護する家族等を対象とする家族介護教室の開催等により、介護及び介

護予防に関する知識や技術の周知 ・習得を推進 します。

イ 介 護家族の心身のリフレッシュの推進

高齢者を介護する家族を一時的に介護から解放するとともに介護者相互の交流

を促進することにより、介護者の心身のリフレッシュを図ります。

ウ 介 護費用の負担軽減の支援

介護用品の支給により、低所得者の介護費用の負担軽減を推進 します。
工 相 談窓日の設置

認知症高齢者を介護 している家族の悩み等を解決するため、「金沢こころの電話」

など、電話相談を実施する民間団体を支援 します。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

(2)身近な相談体制の整備

【課題】

|ず1準|111年|||||||ゞ́|'1事|,1中|||||ギ|

勇1患FIIIⅢIII■
【施策の方向】

ア 居 宅介護支援事業所における相談体制の強化

利用者にとって最も身近で、良き理解者 。相談相手である介護支援専門員 (ケアマ

ネジャー)に 対する情報提供を充実し、相談体制の強化を図ります。

イ 相 談窓口体制の充実

介護保険サービスの県民への一層の周知と理解を得るため、市町、地域包括支援セ

ンター、県保健福祉センターなどにおける相談窓口体制の充実及び継続的な普及 ・啓

発活動の促進を図ります。      .

ウ 市 町の相談業務に対する支援

各圏域に設置されている県保健福祉センターにおいて、市町における相談業務を広

域的に支援 します。

工 民 間関係団体 と連携 した相談体制の確保

県 ・市町社会福祉協議会や石川県国民健康保険団体連合会などの民間の関係団体と

連携 し、より専門的かつ公正 。中立的な相談窓口を設け、重層的な相談体制の充実を

図ります。

オ 民 生委員等と連携 した相談体制の確保

民生委員への情報提供や介護相談員の研修を充実するなど、市町の相談体制の強化

を図ります。

(3)サービス苦情処理体制の整備

【課題】

サ‐ビスに対する苦情1等については 利ヽ1害1関1係を有|する当事者間|だけでは解1決|できない.ケ

‐スが生ずることからtl特に弱い立場に立たされることが多い利用1者―の権利と人権の擁護に

配慮し、第二者的立場から中立かつ公正に処理する必要があります。

【施策の方向】

ア サ ービス事業者における苦情処理体制の整備の確立

利用者と介護サービス事業者等の適正な契約の締結を進めるとともに、事業者自ら

の苦情受付窓日の設置等、苦情処理体制の整備 ・確立を進めます。

イ 市 町における苦情処理体制の整備

市町において苦情等を有する住民に適切な情報提供と助言が行える体制の整備を

支援 します。

ウ 石 川県国民健康保険団体連合会による苦情相談窓回の設置

介護サービスに対する苦情等に対 して、石川県国民健康保険団体連合会において中

立 。公正な立場から必要な指導 ・助言を行います。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

工 利 用者保護の立場に立った指導 。監督の推進

県と市町等が連携 し、利用者保護の視点に立ったサービス事業者等に対する適切な

指導 ・監督に努めます。
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第4部 計画の目標と施策の推進方策

6 介 護保険事業の適正な運営の確保

介諄堡除制庫雄1行後|‐1要介護認定者凛び介護サ■ビス1利1用者|が増加|し●今後可語百百万

(1)公 平 。公正かつ適切な要介護認定の実施体制の確保

【課題】

【施策の方向】

ア 認 定調査員等の研修の実施

認定調査員及び介護認定審査会委員に対する研修を実施 し、市町における公平 ・

公正かつ適切な要介護認定の体制整備を支援 します。

イ 主 治医意見書を作成する医師を対象とした研修の実施

要介護認定における主治医意見書 を作成する医師への制度等の周知徹底を

図り、市町における要介護認定の円滑な実施を支援 します。

ウ 適 正な要介護認定調査の確保

業務委託による要介護認定調査の適正な実施を確保するため、市町による定期的

なチェック機能の確立を図ります。

工 介 護保険審査会における適正な審理 ・判決の確保

要介護認定等に対する不服申立に対 して、石川県介護保険審査会における適正な

審理 ・裁決に努めます。

介護給付適正化の推進

【課題】

介護保険制度施行後、介護給付費は年々増加しており、今後も高齢者の増加に伴い、介

護給付費も増大することが予測されます。

介護保険制1度の持続性及び負担の公平・公正性を高める観点から介護給付の適正化を

図る取組みを進める必要があります。

【施策の方向】

ア 適 正化の取組みを行う保険者への支援

要介護認定の適正化、ケアマネジメント等の適切化、介護報酬請求の適正化など、

保険者が行う適正化の取 り組みを支援 します。

蹴職螺臓蠣卜
■■■1■11■■■li:■||■■|‐ ■■|   ‐      ■ ■‐|||■■■■■■■|

J駆鮮:難鰤亀炉絶  轍盤騒

０
こ

- 102 -



第4部 計画の目標と施策の推進方策

イ 事 業者に対する指導 。監査等の実施

事業者の指定権者として、指導 ・監査体制の充実 ・強化を図り、計画的な事業者
指導と迅速 ・的確な監査を実施 します。

(3)指定介護保険事業者等の指導の徹底

【課題】

墓露霧轟講曜覇案糞倉暑凛
|れ対策などが新たi‐=規定されましたI■|■■|||||■||■||||||■■■|■■■||■||

【施策の方向】

ア 事 業者への適切な指導の徹底

実地指導、集団指導を通 じて、事業者のサービス提供体制をチェックし、サービ

スの質が低下 しないよう、職員の適正配置などに関する指定基準遵守の徹底を図る

とともに、利用者本位のサービスの提供に努めるよう、適切な指導を行います。ま

た、サービス事業者による不正請求が行われることが無いよう、指導の徹底を図り

ます。

イ 県 と市町の連携 した指導 ・監督の実施

県と市町等が連携 して、利用者保護の視点に立ったサービス事業者等に対する適

切な指導 ・監督に努めます。

ウ サ ービス提供の実施状況の把握

サービス担当者会議の開催状況や身体拘束廃止に向けた取組みの実施状況など

サービス提供に係る実施状況を適宜把握するとともに、その適正な運営について指

導 します。

工 指 定基準の遵守状況の確認

適正なサービス提供がされるよう指定介護保険事業者等の指定基準の遵守状況

を確認 します。
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